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内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改定に関するお知らせ 

 
当社は、平成 27 年 5 月 25 日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針の一

部改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 
記 
 

１.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制 
 当社グループは、役員及び従業員の法令遵守を目的とする行動規範の一環として、コンプライアンス 10
ヶ条を整備しており、その運用の徹底をはかります。 
また、当社グループのすべての役員・従業員の職務に関する不法行為等について、外部への法律相談等

の窓口を設置するとともに、研修等によりコンプライアンス意識の向上をはかります。また、当社の監査

役は、当社グループの主要な会議に出席し、意思決定事項が法令及び定款に適合することを確認すること

とします。 
 

2.取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制 
 当社は取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文書、その他重要な情報について、法令及び社内規程

に基づき適正に保存及び管理し、取締役及び監査役は必要に応じこれを閲覧できることとします。 
 

3.当社及び当社子会社の損失の危険に関する規程その他の体制 
 当社グループは、法令や定款違反その他の事由に基づく損失の危険を発見した場合には、社内規程（各

業務に関する規程、経理財務に関する規程等）に基づき、必要な指示を各部署に対して行うこととします。 
また、リスク管理委員会を開催し、事業等に係るリスクの洗い出し、選別並びにその対応を検討し、会

社全体として取組む体制を構築します。さらにコンプライアンス意識の徹底をリスク管理の重要な要素と

位置づけており、社内での啓蒙に努めております。 
また、組織間の牽制機能が充分に働くように職務分掌の明確化を図り、権限及び責任についても必要に 

応じて規程を見直すことによって種々のリスクのコントロールを目指しております。 
 
4.当社及び当社子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 
 当社グループは、取締役会で各取締役の職務分担を決定し、規程により取締役の権限及び責任等を明確

にし、業務執行の適正化及び効率化をはかるものとします。 
また、取締役会は原則として毎月一回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款及び取締

役会規程に定める重要事項を決議しております。 

 

5.当社及び当社子会社からなる当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 
 コンプライアンス体制及び危機管理体制は、当社を中心としてグループ全体での整備・運用を行うこと

としますが、グループ全体の業績確保のため、各社の目標と役割分担は明確化して業務遂行にあたります。 



 当社は、子会社に対し法令遵守、損失の危機の管理等の主要な内部統制項目につき、必要に応じ内部統

制システムの整備に関する助言・指導を行うものとします。なお、財務情報の信頼性の確保については連

結対象会社を対象に内部統制システムを整備するものとします。 
 
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制とその場合における当該使用人に関する事項 
 当社は、監査役の求めがあったときは、監査役の職務を補助する使用人として適切な人材を配置するもの

とします。 
 
7.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実

行性の確保に関する事項  
 監査役の職務を補助すべき使用人は、当該職務を行うにあたっては、監査役の指揮・命令のみに服し、

取締役その他の使用人の指揮・命令は受けないものとします。 
 
8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 
 監査役は、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、全ての社内稟議書を閲覧するとともに、内部監査と

緊密な連携を保ちつつ、客観的な監査を実施する体制を整備しております。 
 また、当社グループの取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのあ

る事実については、発見次第、直ちに当社の監査役に対して報告を行うものとします。 
 
9.その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制 
 当社グループの役員及び従業員は、監査役の要請事項に対して積極的に協力することとし、監査役は必

要に応じて弁護士・公認会計士など各分野の専門家等を活用できるものとします。さらに、監査役は全て

の内部監査報告書、改善指示書を閲覧し、必要に応じて内部監査室との帯同監査を実施する体制を整備し

ております。 
また、当社は、監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求

に係る費用が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用を負担す

るものとします。 
 

10.財務報告の信頼性を確保するための体制 
 当社グループは財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく有効かつ適切な内部統制報

告書提出に向け、内部統制システムの構築を行います。また、その仕組みが適正に機能することを継続的

に評価し、必要な是正を行うこととします。 
 
11.反社会的勢力の排除について 
 当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える勢力及び団体との関係を遮断することを社内に

徹底しており、これら勢力からの不当な要求に接した時には毅然とした態度により対応するようにコンプ

ライアンス 10 か条で定めるとともに、不当要求等には、警察や弁護士等の外部専門機関と連携する協力体

制を整備しております。        
 
 
 

以上 

 


